
　　 　ア　書庫移転作業（Ｒ８）

  　　 イ　事務室移転作業（Ｒ９）

　
　事業概要等

　１　事業の概要

　　　(2) 内容

　２  スケジュール

　　　(1) 目的  横浜川崎治水事務所が設置されている横浜西合同庁舎は、浸水想定区域に指定されていることから、現在、
　　　　　　　産業労働局が主体となり建替中である横浜浦島合同庁舎に移転することで、水害時の対応力を強化する。

　３  限度額の内訳
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横浜川崎治水事務所整備事業費

 

債　務　負　担　行　為　見　積　書
8 年度

局名 県土整備局 所属名 県土整備経理課　（直通　045-210-6075） （単位　千円）


